
○基本的視点の再チェック

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費

  港湾労働者を対象に福利厚生事業として宿泊，会議室，理容室を提供する。

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）   補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

函館港湾福利厚生会館運営費補助金
開　始

昭和４７年度
補 助 金 名
（交付金名）

函館港湾福利厚生会館運営費補助金
年　度

内　　容
２

必要性（補助しなければならない事
業であるか）

  函館港における港湾労働者確保の一環として
福利厚生を図るもので，港湾管理者である市と
して，積極的に関わっていく必要がある。ま
た，市が見直しを行い廃止した海員水産会館の
代替的な施設であることから，公益性・必要性
ともに高い事業である。

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

  施設の適正な運営により，利用の拡大に努め
るとともに，経常経費の節減を行っている。

不適 説　　明

１

公益性
（明確な公益性があるか）   主に港湾労働者の福利厚生の増進と港湾関係

の雇用の安定化を図ることを目的としており，
公益性がある。また，港湾労働者に限らず利用
が可能であり，市民生活の向上に貢献する事業
である。

助成の根拠規定等
函館市補助金等交付規則

(条例・規則・要綱等) 　①広く市民生活の向上に貢献する
　　事業

　②市民ニーズが高い事業

団　体　名
団体等 　　課税事業者

　　免税事業者の状況 基　本　的　視　点 適
函館港湾福利厚生会館

雑収入

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

  本事業は，港湾の振興に必要なものであり，
継続的な事業実施のため，補助金による財政的
な支援が最適であると考える。

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

計
市 その他

  港湾労働者の福利厚生を増進することにより，厳しい環境の下で働く港湾労働者の就
労意欲の増進，作業能率の向上，雇用の安定化と函館港の発展に寄与することを目的と
する。

  宿泊等福利厚生施設の提供により，港湾労働者の確保と雇用の安定が図られ，函館港
の発展に寄与する。

収 H29
9,667

(単位：千円)
１

２ 補助金等の使途は適切である[]
180 4,124 4,967 204 0 192

180 4,634

積算内訳は，前年踏襲となっていないか
年　度

助　　成　　金
事業収入 会　費 繰越金

[]

入 R2
9,674

３ 積算基準は定められている

  積算基準は定められていないが，事業執行
上，必要最低限の額を補助している。
  なお，平成２８年度には事業費を精査し，補
助金の減額を行っている。

R元
9,790

H30
9,521

[]

180 5,346 3,875 204 0 185

4,307 204 0 196

168

５ 前年度繰越金は生じていないか
年　度 人件費 事務費 事業費

上部団体

R3
10,435

[]

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内で
ある

[]

計
負担金等

180 6,388 2,734 204 0

支 H29
9,437

6,223 0 3,214 0

７ 経常経費の節減に努めているか
R元

9,790

H30
9,521

[]

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

　令和２，３年度は新型コロナウイルス感染拡
大に伴う利用者数の減により減収となっている
が，今後の回復を見込む。

[]

出 R2
9,674

[]

0 2,767 07,668R3
10,435

[]

0 2,912 0

7,167 0 2,507 0

6,878
[]

180 7,243 2,640 204 0 168

6,449 0 3,072 0



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

函館港湾福利厚生会館運営費補助金

令和　　６　　年度 終期到来時に再検討 令和　　６　　年度

その他

終期設定 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

現行のまま補助を継続

  平成28年度に補助金の減額を行ったところである
が，引き続き，今後においても，事業内容の精査な
どにより見直しを検討する。

見直したうえで補助を継続

廃止

・過去３年間の施設利用者数を示す。
（平成２８年度）　・宿泊室   　５０９人  ・会議室   　４９８人  ・理容室   　４５６人
（平成２９年度）　・宿泊室   　８２０人  ・会議室   　５２３人  ・理容室   　４５４人
（平成３０年度）　・宿泊室  　 ６４９人  ・会議室  　 ５３０人  ・理容室   　４３６人

・過去３年間の施設利用者数を示す。
（令和 元 年度）　・宿泊室   　５１６人  ・会議室   　５１０人  ・理容室   　４４５人
（令和 ２ 年度）　・宿泊室   　１９３人  ・会議室   　４４１人  ・理容室   　３９２人
（令和 ３ 年度）　・宿泊室  　 ２１２人  ・会議室  　 ４０８人  ・理容室   　３３４人
令和２，３年度については新型コロナ感染症の拡大により全体の利用者は減少しているが，会議室，
理容室については一定程度利用されており，コロナ禍という事態の中でも船員の福利厚生増進に寄与
している。


